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○ 法務省政策評価に関する基本計画 新旧対照表（案）
（下線部分は変更部分）

新（案） 旧

平成２６年 月 日法務大臣決定 平成２３年８月２６日法務大臣決定

法務省政策評価に関する基本計画 法務省政策評価に関する基本計画

（略） （略）

１ 計画期間 １ 計画期間
本基本計画の計画期間は，平成26年度から同30年度までの５年間とする。 本基本計画の計画期間は，平成23年度から同25年度までの３年間とする。

２～４（略） ２～４（略）

５ 事前評価の実施に関する事項 ５ 事前評価の実施に関する事項

(1)～(6)（略） (1)～(6)（略）

(7) 研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては，法，基本方針及 (7) 研究開発を対象とする事前評価の実施に当たっては，法，基本方針及
び本基本計画で定めるところによるほか，「国の研究開発評価に関する び本基本計画で定めるところによるほか，「国の研究開発評価に関する
大綱的指針」（平成24年12月６日内閣総理大臣決定）を踏まえて行う。 大綱的指針」（平成20年10月31日内閣総理大臣決定）を踏まえて行う。

６ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価 ６ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価
の実施に関する事項 の実施に関する事項

(1)（略） (1)（略）

(2) 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につき，その事 (2) 事後評価（事業評価方式により事前評価を行った政策につき，その事
後検証として行う評価・検証を除く。）は，原則として，政策体系に掲 後検証として行う評価・検証を除く。）は，原則として，政策体系に掲
げる「施策」であって法務省の当面の重要施策又は成果重視事業を含む げる「施策」であって法務省の当面の重要施策又は成果重視事業を含む
施策を中心として，１年から５年程度の周期で評価対象を選定して行う。 施策を中心として，１年から３年程度の周期で評価対象を選定して行う。
（以下略） （以下略）

(3)～(5)（略） (3)～(5)（略）
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７～９（略） ７～９（略）

10 政策評価の実施体制に関する事項 10 政策評価の実施体制に関する事項

(1)（略） (1)（略）

(2) 政策所管部局は，それぞれその所管する政策につき，政策評価企画室 (2) 政策所管部局は，それぞれその所管する政策につき，政策評価企画室
の総括の下に政策評価を実施し，又は政策評価に参画する。 の総括の下に政策評価を実施し，又は政策評価に参画する。

また，政策所管部局は，次の表に定めるとおり，政策評価企画室に対 また，政策所管部局は，次の表に定めるとおり，政策評価企画室に対
し，政策評価の結果等を報告する。 し，政策評価の結果等を報告する。

事業評価方式 実績評価方式 総合評価方式 事業評価方式 実績評価方式 総合評価方式
事前 政策所管部局は，事 事前 政策所管部局は，事
評価 前評価として事業評 評価 前評価として事業評

価を実施した場合に 価を実施した場合
は，政策評価企画室 は，速やかに，政策
に対し，その結果を 評価企画室に対し，
報告する。 その結果について，

報告する。
事後 政策所管部局は，事 政策所管部局は，毎 政策所管部局は，総 事後 政策所管部局は，事 政策所管部局は，毎 政策所管部局が総合
評価 後評価として事業評 年度，政策評価企画 合評価を実施した場 評価 後評価として事業評 年度５月末日まで 評価を実施した場合

価を実施した場合に 室に対し，前年度に 合には，政策評価企 価を実施した場合に に，政策評価企画室 には，評価実施後，
は，政策評価企画室 実施した政策につい 画室に対し，その結 は，政策評価企画室 に対し，前年度に実 速やかに，政策評価
に対し，その結果を ての実績評価の結果 果を報告する。ただ に対し，毎年度５月 施した政策について 企画室に対し，その
報告する。 (定期的に実施した し，評価に数年度を 末日までに，その結 の実績評価の結果 結果を報告する。た

測定結果を含む｡)を 要する場合には，毎 果について報告す (定期的に実施した だし，評価に数年度
報告する。ただし， 年度，中間報告をす る。 測定結果を含む｡)を を要する場合には，
評価を行わない年度 る。 報告する。 毎年度５月末日まで
においては，実績の に，同報告書により，
測定結果を報告す その中間報告をす
る。 る。

(3)（略） (3)（略）

11（略） 11（略）




